
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　板状物品の端縁に曲面状の面取加工を施す方法であって、
　周面に凹状の研削溝を有する研削砥石を周面方向に回転させながら、前記研削溝を前記
板状物品の端縁に押圧して、板状物品の端縁を研削する工程を含み、
　前記研削工程では、
　前記研削砥石として、前記凹状の研削溝が前記板状物品の端縁に形成される曲面状の面
取加工の曲率半径よりも大きな曲率半径の断面形状を有する研削砥石を用いることとし、
　前記研削砥石の研削溝を前記板状物品の端縁に対して、互いに近接離間するＹ方向およ
びこれと直交し研削砥石の軸方向に沿うＺ方向に相対的に移動させて、前記端縁にとって
の研削点を順次変えながら、前記板状物品の端縁を所望の曲面状に研削加工する、
面取方法。
【請求項２】
　研削溝が前記断面形状が半円形状である、請求項１に記載の面取方法。
【請求項３】
　前記研削工程では、前記端縁から前記研削溝に加わる抵抗力を検出し、抵抗力の変動に
対応して研削溝のＹ方向の位置を補正するようにする、請求項１または２に記載の面取方
法。
【請求項４】
　前記研削工程では、前記研削砥石の回転軸を 前記板状物品
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傾けることもする、請求項１から３までのいずれかに記載の面取方法。
【請求項５】

状物品の端縁に曲面状の面取加工を施す装置であって、
　前記板状物品を保持する手段と、
　周面に凹状であって前記板状物品の端縁に形成される曲面状の面取加工の曲率半径より
も大きな曲率半径の断面形状を有する研削溝を有し、周面方向に回転自在な研削砥石と、
　前記研削砥石の研削溝と前記保持手段に保持された板状物品の端縁とを、互い近接離間
するＹ方向およびこれと直交し研削砥石の軸方向に沿うＺ方向に相対的に移動させる移動
手段と

を備える面取装置。
【請求項６】
　前記移動手段が、前記研削砥石の研削溝と前記板状物品の端縁とを、端縁に沿うＸ方向
にも相対的に移動させる、請求項５に記載の面取装置。
【請求項７】
　前記移動手段が、前記板状物品を前記研削砥石の軸方向と直交する面内で旋回させる板
状物品旋回手段を備える、請求項５または６に記載の面取装置。
【請求項８】
　前記板状物品の端縁から前記研削砥石に加わる抵抗力を検出する検出手段と、前記抵抗
力の変動に対応して、前記移動手段のＹ方向の移動を制御し、前記研削溝のＹ方向の位置
を補正する制御手段と、をさらに備える、
請求項５から７までのいずれかに記載の面取装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【産業上の利用分野】
本発明は、面取方法および装置に関し、詳しくは、ガラス基板の端縁を丸めるなどの面取
加工を施す方法とその方法に用いる装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
液晶表示装置に用いられるガラス基板は、端縁に鋭い角が存在しないように端縁を丸く曲
面状に加工する、いわゆる面取加工が施されている。この面取加工には研削加工が採用さ
れる。
面取加工に用いられる研削砥石として、所望の面取形状に対応する断面の凹溝状をなす研
削溝が、円柱状をなす研削砥石の外周面に形成されたものがある。研削砥石をその周面方
向に高速回転させながら、研削溝をガラス基板の端縁に押し当てることで、ガラス基板の
端縁が研削溝の形状に対応する断面形状に面取加工されることになる。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
面取形状と同じ断面形状を有する研削溝をガラス基板の端縁に押し付ける従来の面取方法
では、ガラス基板の端縁に形成する面取形状が設計変更される毎に、研削溝の形状も変更
しなければらない。そのために、いちいち研削砥石を製造し直すのは大変に不経済である
。研削砥石をドレッシング加工して研削溝の形状を変更することも可能であるが、それで
も、研削溝の形状を変えるドレッシング加工の手間と時間がかかる。
【０００４】
しかも、面取加工を繰り返すと、研削砥石の研削溝が磨耗によってすり減り、研削溝の断
面形状が変わってしまうという問題がある。これは、例えば、ガラス基板の断面矩形状を
なす端縁に断面半円形の研削溝で面取加工を行うと、端縁の尖った隅角部に当たる部分の
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、
　前記研削砥石の研削溝を前記板状物品の端縁に対して、互いに近接離間するＹ方向およ
びこれと直交し研削砥石の軸方向に沿うＺ方向に相対的に移動させて、前記端縁にとって
の研削点を順次変えながら、前記板状物品の端縁を所望の曲面状に研削加工する、制御装
置と、



研削溝のみが堀り込まれるように磨耗してしまい、研削溝の断面形状が半円形から矩形に
近い形状へと歪んでしまう。形状が歪んだ研削溝では、予め設定された正確な形状の面取
加工を行うことができない。形状が歪んだ研削溝は、前記した同様のドレッシング加工で
正確な形状に整形し直す必要があり、当然、ドレッシング加工の手間が増える。
【０００５】
本発明の課題は、前記した従来技術の問題点を解消し、正確な面取形状を能率的に作製す
ることのできる面取方法および装置を提供することである。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
　本発明の面取方法は、板状物品の端縁に曲面状の面取加工を施す方法である。周面に凹
状の研削溝を有する研削砥石を周面方向に回転させながら、研削溝を板状物品の端縁に押
圧して、板状物品の端縁を研削する工程を含む。この研削工程で 、

研削砥石の研削溝を板
状物品の端縁に対して、互いに近接離間するＹ方向およびこれと直交し研削砥石の軸方向
に沿うＺ方向に相対的に移動させて、端縁に の研削 を順次変えながら、板状物品
の端縁を所望の曲面状に研削加工する。
【０００７】
　本発明の面取装置は、板状物品の端縁に曲面状の面取加工を施す装置であって、板状物
品を保持する手段と、周面に凹状であって前記板状物品の端縁に形成される曲面状の面取
加工の曲率半径よりも大きな曲率半径の断面形状を有する研削溝を有し、周面方向に回転
自在な研削砥石と、研削砥石の研削溝と前記保持手段に保持された板状物品の端縁とを、
互い近接離間するＹ方向およびこれと直交し研削砥石の軸方向に沿うＺ方向に相対的に移
動させる移動手段と

を備える。
【０００８】
各構成要件について具体的に説明する。
〔板状物品〕
各種製品あるいは製品を構成する部品となる板状の物品であって、少なくとも一部の端縁
に面取加工が必要とされる物品であれば任意の物品に適用できる。
板状物品の材料は、ガラス、金属、セラミック、合成樹脂、その他の材料が用いられる。
【０００９】
板状物品の端縁で構成される平面外形は、矩形のほか、各種の多角形でもよく、円形や楕
円形など、外形の一部または全体が曲線状をなすものであってもよい。板状物品は平坦な
面状のものであってもよいし、屈曲面や曲面を有するものであっても構わない。
したがって、板状物品の端縁は、単純な直線状の場合のほか、一つの面内で曲線状あるい
は屈曲線状をなす場合、さらには、三次元的な屈曲線あるいは曲線である場合もある。
〔面取形状〕
板状物品の端縁に形成する面取形状は、板状物品および面取加工の目的に合わせて設定さ
れる。例えば、円弧状のほか、楕円弧や放物線、双曲線などの各種曲線形状が採用される
。また、曲率半径の異なる複数の円弧を組み合わせたり、複数種の曲線を組み合わせた面
取形状を構成することもできる。
〔研削砥石〕
基本的には、通常の面取加工に用いられるものと同様の材料および構造からなるものが使
用できる。
【００１０】
研削砥石の材料には、粗加工用、仕上げ加工用などの様々な規格あるいは種別があり、加
工の目的に合わせて適切な砥石材料を選択する。また、複数種類の研削砥石を加工段階毎

10

20

30

40

50

(3) JP 3969505 B2 2007.9.5

は 前記研削砥石として
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も大きな曲率半径の断面形状を有する研削砥石を用いることとし、

とって 点

、前記研削砥石の研削溝を前記板状物品の端縁に対して、互いに近接
離間するＹ方向およびこれと直交し研削砥石の軸方向に沿うＺ方向に相対的に移動させて
、前記端縁にとっての研削点を順次変えながら、前記板状物品の端縁を所望の曲面状に研
削加工する、制御装置と、



に取り替えて使用することもできる。
研削砥石は、概略円柱状あるいは円筒状をなし、周面に沿って凹状の研削溝を有している
。
【００１１】
研削溝の形状は、板状物品の端縁に形成する面取形状に一致させておく必要はないが、形
成すべき面取形状の最大曲率半径よりも曲率半径の大きな曲線形状を有するのが好ましい
。
具体的な研削溝の形状としては、半円形などの単純な図形状に設定しておけば、作製が容
易であり、研削工程における移動経路の算出設定も比較的に簡単になる。半円形以外の各
種曲面状であっても構わない。一部に直線形状部分が含まれていてもよい。
【００１２】
研削砥石は、モータ等の駆動力を伝達し周面方向に回転させて、研削溝を板状物品の端縁
に押圧することで、板状物品の端縁が研削加工される。研削砥石の保持機構や回転駆動機
構については、通常の研削砥石と同様でよい。
〔相対移動〕
研削工程において、研削砥石の研削溝を板状物品の端縁に対して相対的に移動させる。相
対的に移動させるとは、板状物品の端縁を静止させておいて研削砥石側を移動さる場合、
逆に、研削砥石側を静止した状態で回転させておき板状物品の端縁を移動させる場合、さ
らには、研削砥石と板状物品の端縁との両方を移動させる場合がある。
【００１３】
まず、両者を互いに近接離間するＹ方向に相対移動させる。研削溝が端縁に近接する方向
に移動すれば、研削溝の端縁への押圧力が増え、端縁の研削量も増える。
さらに、上記Ｙ方向と直交し研削砥石の軸方向に沿うＺ方向にも相対移動させる。
【００１４】
　上記Ｙ方向およびＺ方向の相対移動を組み合わせることで、端縁に の研削 位
置、すなわち、研削溝の断面形状において、研削溝と端縁とが接触して端縁が研削される
研削点の位置を順次変えることができる。板状物品の端縁は、順次移動する研削点の集合
で表される包絡線あるいは研削 の移動軌跡に対応する断面形状に研削されることになる
。
【００１５】
板状物品の端縁を所望の曲面状に研削加工するには、形成する曲面形状に合わせて、研削
溝と端縁との相対的な移動軌跡が所望の移動軌跡を描くように、前記Ｙ方向およびＺ方向
の相対移動量を制御する。
具体的には、マイクロコンピュータ等の演算処理機構が組み込まれた制御装置に、端縁の
面取形状データや研削溝の形状データなどを入力して、幾何学的な演算処理を行えば、Ｙ
方向およびＺ方向の相対移動量を求めることができる。
【００１６】
上記したＹ方向およびＺ方向の相対移動によって、端縁の特定断面における面取形状の形
成が行える。但し、通常の板状物品では、端縁がその断面と直交する方向に延びているか
ら、端縁全体の面取加工を行うには、端縁に沿うＸ方向の相対移動も必要となる。端縁が
直線的に延びている場合には、Ｘ方向の相対移動も直線的でよいが、端縁が屈曲線状ある
いは曲線状に延びている場合には、Ｘ方向の相対移動は、経時的に方向を変える屈曲線状
あるいは曲線状の移動になる。
【００１７】
ＸＹＺ各方向の相対移動を、研削砥石あるいは板状物品のうちの一方側のみで行えば、他
方については複雑な移動機構が必要なくなるので構造を簡単にできる。
例えば、研削砥石側で、ＹＺ方向の移動と、Ｘ方向の移動のうち直線的移動を行うように
するとともに、板状物品側で、Ｘ方向の移動に含まれる、板状物品を研削砥石の軸方向と
直交する面内で旋回させる移動を行わせることができる。
【００１８】
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さらに、前記ＸＹＺ方向の移動では、研削砥石の回転軸は同じ姿勢のままで平行移動させ
るが、研削砥石の回転軸を傾けるように、研削砥石すなわち研削溝を移動させることもで
きる。これによって、端縁に対して研削溝が当接する姿勢を変えることができる。
〔移動手段〕
前記した相対移動を行わせるための移動手段は、通常の工作機械その他の機械装置におけ
る軸方向への移動機構を組み合わせて構成することができる。具体的には、ラックピニオ
ン機構、ボールネジ機構、カム機構、ギア機構、電磁式あるいは油空圧式のシリンダ機構
、ベルト機構、チェーン機構、リンク機構その他の機構が組み合わせられる。ＸＹＺ各方
向の移動手段として、同種の移動機構を組み合わせてもよいし、それぞれの要求特性に合
わせて違う移動機構を組み合わせてもよい。研削砥石の回転軸を傾けるには、回転軸ある
いはその軸受構造を傾動自在に設けておけばよい。
〔保持手段〕
板状物品は、端縁の面取加工の邪魔にならない形態で保持しておく。板状物品のうち、面
取加工を行わない側の辺を保持したり、板状物品の端縁から離れた中央側の面を保持した
りすることができる。具体的には、機械的なクランプ機構や、真空吸着機構、磁気的な吸
着機構などが使用できる。
〔研削溝の位置補正〕
研削加工を行うと、研削砥石の研削溝は磨耗する。
【００１９】
　前記したように、端縁に の研削 を順次変えていれば、研削溝の断面形状は全体
が均等に磨耗する。したがって、研削溝の断面形状そのものが変形したり歪んだりするこ
とが防止できる。
　しかし、同じ断面形状でも研削溝が磨耗すれば、端縁に対する研削溝のＹ方向の位置関
係が違ってくる。具体的には、研削溝が磨耗するほど、Ｙ方向における研削溝と端縁との
距離が増える。
【００２０】
この研削溝の磨耗によるＹ方向の位置ずれを補正することが好ましい。
すなわち、研削工程において、端縁から研削溝に加わる抵抗力を検出し、抵抗力の変動に
対応して研削溝のＹ方向の位置を補正することができる。
抵抗力の検出は、荷重センサなどを利用することができる。研削砥石にモータ等から加わ
る回転トルクの変動をトルクコンバータなどで検出すれば、抵抗力の減少を回転トルクの
増加として捉えることができる。
【００２１】
抵抗力の減少は、研削溝の磨耗の増大を表す研削溝の磨耗量に対応して、Ｙ方向における
研削溝と端縁との距離を短くする方向に研削砥石を移動させれば、研削溝の磨耗による影
響を補正することができる。
このような研削溝の磨耗に対応するＹ方向の補正量の演算は、前記した制御装置において
処理される。
【００２２】
【発明の実施形態】
〔面取装置の基本構造〕
図１に示す面取装置は、研削砥石１０を備える。
研削砥石１０は、概略円筒状をなし、中心に挿通されボルト等で固定された回転軸１４に
支持されており、周面方向に回転駆動される。
【００２３】
研削砥石１０の軸方向中央には、周面に沿って凹状の研削溝１２が設けられている。研削
溝１２の断面形状はほぼ半円形をなしている。
研削砥石１０は、回転軸１４の軸方向と平行なＺ方向、および、これと直交し研削砥石１
０の半径方向になるＹ方向の両方に移動自在に支持されている。
研削砥石１０の回転軸１４には、トルクコンバータなどからなるトルク検出器１００が取
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り付けられており、回転軸１４すなわち研削砥石１０に加わるトルクを検出して、検出デ
ータを電気信号に変換する。トルク検出器１００で検出されたデータは、マイクロコンピ
ュータや電子回路からなる制御部１１０に入力される。制御部１１０は、予め入力された
プログラムや検出されたトルクデータなどをもとに演算処理して、前記したＹＺ方向の移
動を行うための送り機構１２０に対して制御信号を出力し、研削砥石１０の移動を制御す
る。
【００２４】
板状物品Ｐとして、液晶装置用のガラス基板となる平坦な板材を用いる。板状物品Ｐは、
切断加工などの手段で矩形状に形成されている。切断面である板状物品Ｐの端縁ｆは、鋭
い角状をなしている。
〔面取加工〕
図２に示すように、板状物品Ｐの角状をなす端縁ｆに面取加工を施して、端縁ｆの断面形
状を概略半円形に丸める。
【００２５】
板状物品Ｐの端縁ｆに対して、高速回転する研削砥石１０を接近させ、研削溝１２を端縁
ｆに押し当てれば、端縁ｆのうち研削溝１２と接触する個所ｇが、削り取られる。
断面形状の異なる研削溝１２と端縁ｆとが接触するので、接触個所ｇすなわち同時に研削
される範囲は、点状あるいは点に近い狭い領域のみとなる。このことは、研削個所から研
削溝１２に加わる反力あるいは抵抗力が相対的に小さくなることを意味しており、研削砥
石１０に加える回転トルクが小さくて済むことや、難研削材料でも容易に研削できるとい
う利点が生じる。
【００２６】
研削溝１２の移動を、Ｙ方向およびＺ方向の両方に制御する。研削砥石１０の任意点の移
動軌跡ｔが図示する弧状の軌跡を描くように、研削砥石１０を移動させる。
研削溝１２が移動すると、移動する研削溝１２の断面形状の集合あるいは包絡面の形状に
したがって、端縁ｆが研削加工される。具体的には、端縁ｆの形状が断面半円形に加工さ
れる。端縁ｆに対する研削溝１２の接触点すなわち研削点はｇ 1  ～ｇ 3  へと順次移動する
。
【００２７】
板状物品Ｐの一つの側辺の全長に対して端縁ｆの面取加工を行うには、板状物品Ｐの端縁
ｆに沿う方向、すなわち図１あるいは図２における紙面と直交する方向（以下、Ｘ方向と
呼ぶ）にも、研削砥石１０および研削溝１２を移動させる。研削砥石１０は、前記したＹ
方向、Ｚ方向およびＸ方向の移動を組み合わせた三次元的な移動を行うことになる。
【００２８】
上記研削加工では、研削溝１２の上端から下端までの全長にわたる各点が平均して端縁ｆ
に当接して研削を行う。その結果、研削溝１２の全長で磨耗が均等に進行するので、研削
溝１２は、同じ断面形状のままで徐々に深くなる方向に形状を変える。板状物品Ｐの面取
加工を繰り返しても、研削溝１２の断面形状は常に一定である。その結果、研削加工され
る端縁ｆの面取形状も、予め設定された所定形状を正確に維持することができる。
【００２９】
但し、研削溝１２の磨耗量に合わせて、板状物品Ｐの端縁ｆに対する研削溝１２のＹ方向
の位置を、徐々に端縁ｆ側へと移動させる。この研削溝１２の磨耗量に対応する位置補正
は以下のように行う。
〔研削溝の位置補正〕
研削加工中に、回転軸１４に加わるトルクの変動をトルク検出器１００で検出して、制御
部１１０で監視しておく。
【００３０】
研削溝１２が磨耗すると、研削溝１２を端縁ｆに対して同じ位置まで送り込んでも、実質
的には磨耗量の分だけ送り込み量が少なくなる。その結果、端縁ｆからの反力あるいは抵
抗力が小さくなる。抵抗力が小さくなれば、回転軸１４に加わっているトルクの損失も少
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なくなるから、回転軸１４で検出されるトルクは増える。
【００３１】
そこで、研削工程において、端縁ｆに対する研削溝１２の移動位置が同じであるのに、ト
ルク検出器１００で検出されるトルクが増えれば、研削溝１２の磨耗が進行しているもの
と判断できる。そこで、制御部１１０から送り機構１２０に指令を出して、研削溝１２す
なわち研削砥石１０を端縁ｆ側に移動させる。その結果、前記トルクが元の大きさに戻れ
ば、研削溝１２の磨耗に対応する位置の補正は完了したことになる。言い換えると、検出
されるトルクが常に一定になるように、研削溝１２の位置をＹ方向で徐々に端縁ｆに向か
って移動させるように補正を加える。
【００３２】
前記したように、研削溝１２そのものの断面形状は、磨耗が進行しても同一形状のままで
あるから、前記したトルク検出による研削溝１２の位置修正を行いさえすれば、板状物品
Ｐの端縁ｆに対する面取加工を長期間にわたって繰り返しても、常に、同じ品質性能で面
取加工を行うことが可能になる。
〔板状物品の隅角部の丸め加工〕
図３に示すように、板状物品Ｐの平面形状において隅角部が丸くなるように加工すること
ができる。
【００３３】
すなわち、矩形状をなし隅角部ｒ 0  が直角に尖った板状物品Ｐ 0  に対して、一側辺に沿っ
て研削溝１２による面取加工を行い、研削溝１２が隅角部ｒ 0  に近づいたときに、研削砥
石１０に対して、板状物品１０を水平面で旋回させるように移動させる。この水平面での
旋回も、研削溝１２と端縁ｆとが端縁ｆに沿う方向に移動することになるから、前記した
Ｘ方向の移動に含まれる。
【００３４】
上記作業の結果、板状物品Ｐの隅角部ｒが円弧状に削り取られて丸くなり、隅角部ｒの丸
め加工が果たされる。
〔面取形状の別の実施形態〕
前記した断面半円形の研削溝１２を用いて、前記した断面半円形の面取形状だけでなく、
より複雑な曲面状の面取加工も可能である。
【００３５】
図４に示す実施形態では、断面半円形の研削溝１２を用いて、端縁ｆの下部を比較的に大
きな曲率半径に、上部を比較的に小さく曲率半径になるように面取加工を行っている。研
削溝１２の移動軌跡ｔは、上方側では小さな曲率半径で湾曲し、下方側では大きな曲率半
径で湾曲している。
このように、研削溝１２の移動軌跡ｔあるいはＹＺ方向の移動量を適宜に設定することに
よって、研削溝１２の断面形状とは全く異なる断面形状を有する面取形状の加工も可能に
なる。
【００３６】
なお、上記した研削原理の説明から判るように、研削溝１２で形成できる面取形状は、研
削溝１２の曲率半径よりも小さな曲率半径部分で構成される曲面であり、そのような条件
を満足していれば自由な形状を構成することができる。
〔面取装置の全体構成〕
図５に平面配置を示す面取装置Ｍは、前記した各種の面取加工を効率的に実行することが
できる。図中、左上に示すＸＹ方向の座標は、前記実施形態で説明したＸ方向およびＹ方
向に対応する。Ｚ方向は、紙面と直交する方向になる。
【００３７】
研削砥石１０は、第１支持台２０に取り付けられ、モータ２２からベルトを介して回転駆
動される。
第１支持台１０は、モータ３４で駆動されるボールネジ機構３２を介して、第２支持台３
０に支持されており、研削砥石１０の軸方向と平行な方向すなわちＺ方向に昇降自在に取
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り付けられている。
【００３８】
第２支持台３０は、第３支持台４０に対してＹ方向に移動自在に配置されている。具体的
には、第３支持台４０に設置されたレール上を第２支持台３０が滑動する。第３支持台４
０に設置されたアクチュエータ４２で押動される第２支持第３０は、Ｙ方向に移動する。
第３支持台４０は、Ｘ方向に沿って設置されたレール４４の上を滑動する。すなわち、モ
ータ４６の回転力をボールネジ機構を介して第３支持台４０に伝達することで、第３支持
台４０がＸ方向に移動する。
【００３９】
以上の結果、研削砥石１０は、Ｘ方向、Ｙ方向およびＺ方向の直交する３方向に自由に直
線移動することが可能になる。勿論、ＸＹＺの３方向の移動を組み合わせれば、平面上で
の曲線移動や３次元的な移動を行うこともできる。
つぎに、前記した第３支持台４０が滑動するレール４４に沿って、研削砥石１０の側方に
、板状物品Ｐを保持する保持枠材５０が配置されている。保持枠材５０の下面には真空吸
着盤５２を備え、この真空吸着盤５２の下面に板状物品Ｐを吸着保持することができる。
真空吸着盤５２に支持された板状物品Ｐの１側辺の端縁ｆが、前記Ｘ方向に移動する研削
砥石１０の研削溝１２の移動経路に配置される。
【００４０】
真空吸着盤５２は、保持枠材５０に備える旋回モータ５４にギヤ機構を介して水平面内で
旋回自在に取り付けられている。その結果、真空吸着盤５２に支持された板状物品Ｐも水
平面内で旋回可能である。
保持枠材５０の一端が、Ｙ方向に沿って配置されたレール５６に摺動自在に支持されてお
り、モータ５８の回転力をボールネジ機構を介して保持枠材５０に伝達することで、保持
枠材５０および板状物品ＰがＹ方向に移動する。板状物品ＰをＹ方向に移動させることで
、板状物品Ｐの端縁ｆを研削砥石１０の研削溝１２に挿入配置したり、研削溝１２から取
り外したりする操作が行える。
【００４１】
次に、第３支持台３０が移動するレール４４の端部近く（図では左端近く）には、砥石取
替部６０が配置されている。砥石取替部６０には、取り替え用の研削砥石１０が収容され
ている。砥石取替部６０には、砥石取替機構６２を備えている。第１支持台２０に取り付
けられた研削砥石１０が砥石取替部６０の位置にくると、砥石取替機構６２が作動して、
別の研削砥石１０に交換することができる。具体的には、磨耗が進行して使用不可能にな
った研削砥石１０を取り替えたり、粗加工用の研削砥石１０を仕上げ加工用の研削砥石１
０に取り替えたりする作業が行える。
【００４２】
以上に説明した、各作動機構は全て、図示しない制御配線を経て制御部１１０に接続され
ており、制御部１１０の指令にもとづいて動作が制御される。また、第１支持台２０には
、研削砥石１０またはモータ２０の回転軸に対してトルクを検出するためのトルクコンバ
ータ（図示せず）が装備され、制御配線を経て制御部１１０に接続されている。
〔研削砥石の回転軸を傾ける実施形態〕
図６に示す実施形態では、研削溝１２をＹ方向およびＺ方向に移動させると同時に、研削
砥石１０の回転中心軸Ｃを、板状物品Ｐの面と直交する方向Ｃ 0  から角度θだけ傾斜した
状態Ｃ 1  まで傾くように移動させながら研削を行う。図示しないが、傾斜角度θを回転中
心軸Ｃ 0  に対して反対向きに測った方向にも回転中心軸を傾斜させる。
【００４３】
上記のように、板状物品Ｐに対して研削砥石１０および研削溝１２を傾けて相対的な姿勢
を変える運動を加えると、前記実施形態のように同じ姿勢のままで平行移動させる方法に
比べて、板状物品Ｐに対する研削溝１２の当接状態あるいは研削加工形状を、より広い範
囲で変更できることになる。また、研削加工形状は同じでも、端縁ｆと研削溝１２との当
接位置および姿勢が変わるので、研削溝１２の磨耗を均等化できるなどの利点が得られる
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。
【００４４】
【発明の効果】
　本発明の面取方法および装置では、研削砥石の研削溝と板状物品の端縁とを、前記Ｙ方
向およびＺ方向に相対的に移動させ、端縁に の研削 を順次変えながら、板状物品
の端縁を所望の曲面状に研削加工することにより、一定形状の研削溝で、様々な曲面形状
の面取加工を行うことができる。面取形状を変更する毎に、研削砥石を取り替えたり、研
削溝の形状修正加工を行う面倒が解消される。
【００４５】
また、研削溝の磨耗が全体で均等に進行するので、面取加工を繰り返しても、研削溝の形
状が変形したり歪んだりすることがなく、加工される端縁の面取形状も正確で安定したも
のとなる。研削溝の形状を修正するドレッシング加工を不要にできたり、ドレッシング加
工が必要になる期間を延長したりすることができ、ドレッシング加工の手間を省いて、面
取加工の生産性を高めることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明の実施形態を表す面取装置の概略構成図
【図２】　加工状態を説明する拡大図
【図３】　板状物品の隅角部の加工状態を示す説明図
【図４】　別の実施形態を表す加工状態の説明図
【図５】　面取装置の全体構造を示す平面図
【図６】　別の実施形態を表す加工状態の説明図
【符号の説明】
１０　研削砥石
１２　研削溝
１４　回転軸
Ｐ　　板状物品
ｆ　　端縁
ｇ　　研削点
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【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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